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﹇
定
足
数
﹈

⒜

各
事
項
に
係
る
総
会
に
お
い
て
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
事
項
に
つ
い
て
投
票
権
を
有
す
る
国
で
あ
る
総

会
の
構
成
国
の
二
分
の
一
を
も
っ
て
定
足
数
と
す
る
。

⒝

総
会
は
、
⒜
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
の
会
合
に
お
い
て
も
、
各
事
項
に
つ
い
て
投
票
権
を
有
し
、
か

つ
、
代
表
を
出
し
た
国
で
あ
る
総
会
の
構
成
国
の
数
が
当
該
各
事
項
に
つ
い
て
投
票
権
を
有
す
る
国
で
あ
る
総
会

の
構
成
国
の
二
分
の
一
に
満
た
な
い
が
三
分
の
一
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
そ
の
決
定
は
、
総
会
の
手
続
に
関
す
る
決
定
を
除
く
ほ
か
、
次
の
条
件
が
満
た
さ
れ
た
場
合
に
の
み
効
力
を

生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
事
務
局
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
投
票
権
を
有
す
る
が
代
表
を
出
さ
な
か
っ
た
国
で

あ
る
総
会
の
構
成
国
に
対
し
、
そ
の
決
定
を
通
報
し
、
そ
の
通
報
の
日
か
ら
三
箇
月
の
期
間
内
に
賛
否
又
は
棄
権

を
書
面
に
よ
っ
て
表
明
す
る
よ
う
要
請
す
る
。
当
該
期
間
の
満
了
の
時
に
、
賛
否
又
は
棄
権
を
表
明
し
た
国
で
あ

る
総
会
の
構
成
国
の
数
が
会
合
の
定
足
数
の
不
足
を
満
た
す
こ
と
と
な
り
、
か
つ
、
必
要
と
さ
れ
る
多
数
の
賛
成

が
な
お
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
決
定
は
、
効
力
を
生
ず
る
。

﹇
総
会
に
お
け
る
決
定
﹈

⒜

総
会
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
に
よ
っ
て
決
定
す
る
よ
う
努
め
る
。

⒝

コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
項
は
、
投
票

に
よ
っ
て
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
次
の
と
お
り
投
票
す
る
。

国
で
あ
る
締
約
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
票
を
有
し
、
自
国
の
名
に
お
い
て
の
み
投
票
す
る
。

政
府
間
機
関
で
あ
る
締
約
国
は
、
当
該
政
府
間
機
関
の
構
成
国
で
あ
っ
て
こ
の
改
正
協
定
の
締
約
国
で
あ
る

も
の
の
総
数
に
等
し
い
数
の
票
に
よ
り
、
当
該
構
成
国
に
代
わ
っ
て
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
政
府
間

機
関
は
、
当
該
構
成
国
の
い
ず
れ
か
が
自
国
の
投
票
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
投
票
に
参
加
し
て
は
な
ら
な

い
。
ま
た
、
当
該
政
府
間
機
関
が
自
ら
の
投
票
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
当
該
構
成
国
の
い
ず
れ
も
投
票
に

参
加
し
て
は
な
ら
な
い
。

⒞

千
九
百
六
十
七
年
補
足
協
定
第
二
条
の
規
定
に
拘
束
さ
れ
る
国
の
み
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規

定
に
拘
束
さ
れ
な
い
締
約
国
は
投
票
権
を
有
し
な
い
も
の
と
し
、
ま
た
、
締
約
国
の
み
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
締
約
国
の
み
が
投
票
権
を
有
す
る
。

﹇
多
数
に
よ
る
議
決
﹈

⒜

総
会
の
決
定
は
、
第
二
十
四
条

及
び
第
二
十
六
条

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
投
票
数
の

三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
で
行
う
。

⒝

棄
権
は
、
投
票
と
み
な
さ
な
い
。

﹇
会
合
﹈

⒜

総
会
は
、
事
務
局
長
の
招
集
に
よ
り
、
二
年
ご
と
に
一
回
、
通
常
会
合
と
し
て
会
合
す
る
も
の
と
し
、
例
外
的

な
場
合
を
除
く
ほ
か
、
機
関
の
一
般
総
会
と
同
一
期
間
中
に
同
一
の
場
所
に
お
い
て
会
合
す
る
。

⒝

総
会
は
、
総
会
の
構
成
国
の
四
分
の
一
以
上
の
要
請
又
は
事
務
局
長
の
発
意
に
基
づ
き
、
事
務
局
長
の
招
集
に

よ
り
、
臨
時
会
合
と
し
て
会
合
す
る
。

⒞

各
会
合
の
議
題
は
、
事
務
局
長
が
作
成
す
る
。

﹇
手
続
規
則
﹈

総
会
は
、
そ
の
手
続
規
則
を
採
択
す
る
。

第
二
十
二
条

国
際
事
務
局

﹇
管
理
業
務
﹈

⒜

国
際
登
録
及
び
関
連
の
任
務
並
び
に
同
盟
に
関
連
す
る
全
て
の
管
理
業
務
は
、
国
際
事
務
局
が
行
う
。

⒝

国
際
事
務
局
は
、
特
に
、
会
合
の
準
備
を
行
い
、
並
び
に
総
会
並
び
に
総
会
が
設
置
す
る
専
門
家
委
員
会
及
び

作
業
部
会
の
事
務
局
の
職
務
を
行
う
。

﹇
事
務
局
長
﹈

事
務
局
長
は
、
同
盟
の
首
席
の
職
員
と
す
る
も
の
と
し
、
同
盟
を
代
表
す
る
。

﹇
総
会
以
外
の
会
合
﹈

事
務
局
長
は
、
総
会
の
設
置
す
る
委
員
会
及
び
作
業
部
会
並
び
に
同
盟
に
関
す
る
問
題
を
取
り
扱
う
他
の
全
て
の

会
合
を
招
集
す
る
。

﹇
総
会
及
び
他
の
会
合
に
お
け
る
国
際
事
務
局
の
役
割
﹈

⒜

事
務
局
長
及
び
事
務
局
長
の
指
名
す
る
者
は
、
総
会
並
び
に
総
会
が
設
置
す
る
委
員
会
及
び
作
業
部
会
の
全
て

の
会
合
並
び
に
同
盟
の
後
援
の
下
に
事
務
局
長
に
よ
っ
て
招
集
さ
れ
る
他
の
会
合
に
投
票
権
な
し
で
参
加
す
る
。

⒝

事
務
局
長
又
は
事
務
局
長
の
指
名
す
る
一
人
の
職
員
は
、
当
然
に
、
総
会
並
び
に
⒜
に
規
定
す
る
委
員
会
、
作

業
部
会
及
び
他
の
会
合
に
お
け
る
事
務
局
の
長
と
し
て
の
職
務
を
行
う
。

﹇
会
議
﹈

⒜

国
際
事
務
局
は
、
総
会
の
指
示
に
従
っ
て
改
正
会
議
の
準
備
を
行
う
。

⒝

国
際
事
務
局
は
、
⒜
に
規
定
す
る
準
備
に
関
し
政
府
間
機
関
並
び
に
国
際
的
な
及
び
国
内
の
非
政
府
機
関
と
協

議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒞

事
務
局
長
及
び
事
務
局
長
の
指
名
す
る
者
は
、
改
正
会
議
に
お
け
る
審
議
に
投
票
権
な
し
で
参
加
す
る
。

﹇
他
の
任
務
﹈

国
際
事
務
局
は
、
こ
の
改
正
協
定
に
関
連
し
て
国
際
事
務
局
に
与
え
ら
れ
る
他
の
任
務
を
遂
行
す
る
。

第
二
十
三
条

財
政

﹇
予
算
﹈

⒜

同
盟
は
、
予
算
を
有
す
る
。

⒝

同
盟
の
予
算
は
、
同
盟
に
固
有
の
収
入
及
び
支
出
並
び
に
機
関
が
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
諸
同
盟
の
共
通
経

費
の
予
算
に
対
す
る
同
盟
の
分
担
金
か
ら
成
る
。

⒞

諸
同
盟
の
共
通
経
費
と
は
、
同
盟
に
の
み
で
な
く
機
関
が
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
一
又
は
二
以
上
の
同
盟
以

外
の
諸
同
盟
に
も
帰
す
べ
き
経
費
を
い
う
。
共
通
経
費
に
つ
い
て
の
同
盟
の
分
担
の
割
合
は
、
共
通
経
費
が
同
盟

に
も
た
ら
す
利
益
に
比
例
す
る
。

﹇
同
盟
以
外
の
諸
同
盟
の
予
算
と
の
調
整
﹈

同
盟
の
予
算
は
、
同
盟
以
外
の
諸
同
盟
で
あ
っ
て
、
機
関
が
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
予
算
と
の
調
整
の

必
要
性
を
十
分
に
考
慮
し
た
上
で
決
定
す
る
。

﹇
予
算
の
財
源
﹈

同
盟
の
予
算
は
、
次
の
も
の
を
財
源
と
す
る
。

国
際
登
録
に
係
る
手
数
料

国
際
事
務
局
が
同
盟
に
関
連
し
て
提
供
す
る
他
の
役
務
に
つ
い
て
支
払
わ
れ
る
料
金

同
盟
に
関
す
る
国
際
事
務
局
の
刊
行
物
の
販
売
代
金
及
び
当
該
刊
行
物
に
係
る
権
利
の
使
用
料

贈
与
、
遺
贈
及
び
補
助
金

賃
貸
料
、
利
子
そ
の
他
の
雑
収
入

﹇
手
数
料
及
び
料
金
の
決
定
並
び
に
予
算
の
水
準
﹈

⒜

に
規
定
す
る
手
数
料
の
額
は
、
事
務
局
長
の
提
案
に
基
づ
い
て
総
会
が
決
定
す
る
。

に
規
定
す
る
料

金
に
つ
い
て
は
、
事
務
局
長
が
定
め
る
も
の
と
し
、
次
の
会
合
に
お
い
て
総
会
の
承
認
を
得
る
こ
と
を
条
件
と
し

て
、
暫
定
的
に
適
用
す
る
。

⒝

に
規
定
す
る
手
数
料
の
額
は
、
手
数
料
及
び
他
の
財
源
に
よ
る
同
盟
の
歳
入
が
少
な
く
と
も
同
盟
に
関
す

る
国
際
事
務
局
の
全
て
の
経
費
を
賄
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
決
定
す
る
。

⒞

予
算
は
、
新
会
計
年
度
の
開
始
前
に
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
財
政
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

前
年
度
の
予
算
と
同
等
の
水
準
の
も
の
と
す
る
。

﹇
運
転
資
金
﹈

同
盟
は
、
超
過
し
た
収
入
又
は
当
該
収
入
が
十
分
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
収
入
及
び
同
盟
の
各
構
成
国
の
一
回

限
り
の
支
払
金
か
ら
成
る
運
転
資
金
を
有
す
る
。
当
該
運
転
資
金
が
十
分
で
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
総
会
が
そ
の

増
額
を
決
定
す
る
。
支
払
の
比
率
及
び
条
件
は
、
事
務
局
長
の
提
案
に
基
づ
い
て
総
会
が
決
定
す
る
。

﹇
接
受
国
に
よ
る
立
替
え
﹈

⒜

そ
の
領
域
内
に
機
関
の
本
部
が
所
在
す
る
国
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
本
部
協
定
に
は
、
運
転
資
金
が
十
分
で
な

い
場
合
に
当
該
国
が
立
替
え
を
す
る
こ
と
を
定
め
る
。
立
替
え
の
額
及
び
条
件
は
、
当
該
国
と
機
関
と
の
間
の
別

個
の
取
極
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
定
め
る
。

⒝

⒜
に
規
定
す
る
国
及
び
機
関
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
書
面
に
よ
る
通
告
に
よ
り
立
替
え
の
約
束
を
廃
棄
す
る
権
利
を

有
す
る
。
廃
棄
は
、
通
告
が
行
わ
れ
た
年
の
終
わ
り
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
時
に
効
力
を
生
ず
る
。

﹇
会
計
検
査
﹈

会
計
検
査
は
、
財
政
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
盟
の
一
若
し
く
は
二
以
上
の
構
成
国
又
は
外
部
の
会
計

検
査
専
門
家
が
行
う
。
こ
れ
ら
の
構
成
国
又
は
会
計
検
査
専
門
家
は
、
総
会
が
こ
れ
ら
の
構
成
国
又
は
会
計
検
査
専

門
家
の
同
意
を
得
て
指
名
す
る
。
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